
（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第６面）

（１１）キャリアアップ措置の実績

① キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数

職務経験あり 知見あり

2 1

1 ― ―

1 1

営業職

その他 1 1

② キャリアコンサルティングの実施状況

計
う ち 無期
派遣 労働
者

うち有期
派遣労働
者

計
うち無期
派遣労働
者

うち有期
派遣労働
者

計
うち無期
派遣労働
者

うち有期
派遣労働
者

40 10 30 30 5 25 30 5 25

③ キャリアアップに資する教育訓練（１ フルタイム(１年以上雇用見込み)､２ 短時間勤務(１年以上雇用見込み)､３ １年未満雇用見込み）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降 １年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

イ　入職時等基礎的訓練

1 40 1 1 1 1

10 10 備考

備考

ロ　職能別訓練

2 2 4 4 40 40 20 20 1 1 1 1

10 10 5 5 10 10 5 5 備考

2 2 4 4 20 20 12 8 2 1 1 1

5 5 3 2 5 5 3 2 備考

ハ　職種転換訓練

2 4 4 20 10 10 1 1 1 1

10 5 5 10 5 5 備考

備考

ニ　階層別訓練

4 4 4 20 10 10 1 1 1 1

10 5 5 10 5 5 備考

備考

ホ　その他の教育訓練

2 2 3 3 5 5 3 2 1 3 1 1

5 5 3 2 5 5 3 2 備考

備考

105 105 55 50 265

10 10 5 5 25

10 10 11 10 10

1,500

(下段)　対象となる派遣労働者数

    賃金支給の別

１  有給
　(無給部分なし)
２  有給
　(無給部分あり)
３  無給

　訓練の方法の別

１  計画的なOJT
２  OFF-JT
３  OJT
（計画的なもの以
外）

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平均）

（ロ）

（イ）
　　ビジネススキル
　　研修

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の
実人数（ｂ）

（イ）
　　リーダー就任
　　研修

　　ワークスタイル
　　多様化研修

―

うち派遣元責任者
との兼任状況

1

キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者

訓練の内容等

計 うち社内の者 うち社外の者

計 2

1

上記以外の担当者

実施を希望した者の人数 実施した者の人数

キャリアコンサルタント

全派遣労働者数

1

1

―

―

―

（イ）

（ロ）

対象となる派遣労働者
　
(上段)　種別
（１雇入時・２派遣中・３待機中・４入社
○年目・５長期的なキャリア形成を念頭に
置いた内容の教育訓練の対象となる無期雇
用派遣労働者・６その他） （下段）受講者の実人数

（各年に同一の訓練を複数回受講した者
は、重複計上しないこと）

（上段）実施時間の総計
（受講者数×教育訓練１コマの時間（複数
回実施の場合は､その合計)）

　　新規採用者
　　訓練

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの
平均実施時間（ａ÷ｂ）

　　システム設計
　　・技能研修

（ロ）

　　ＯＡ機器操作
　　訓練

（イ）

（ロ）

（ロ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす
教育訓練の「実施時間の総計」の合計（ａ）

（イ）

１～３年目のｂの合計　（ｄ）

１～３年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓
練について１人当たりの平均実施時間（ｃ÷ｄ）

訓練の実施主体の別

１  事業主
２  派遣先
３  訓練機関
４  その他

 
   訓練費負担の別

１  無償
　(実費負担なし)
２  無償
　(実費負担あり)
３  有償

１～３年目のａの合計　（ｃ）

４時間×10人

各項目いずれかの番号を記入

４時間

「キャリアコンサルタント以外の担当者」 については、必
ず 「職務経験あり」 か 「知見あり」 のいずれかに記入

「職務経験あり」
●人事部門で３年以上の経験がある
●過去にキャリアコンサルティング経験がある 等

「知見あり」
●キャリアコンサルティングの知識を有する

報告対象期間中の派遣労働者の人数 [全派遣労働者数 ≧  実施を希望した者の人数 ≧  実施した者の人数]

報告対象期間中

の人数

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練とは『訓練の方法→ 1または２、訓練費負担→１、賃金支給→１』の場合

実人数

小数点以下切り捨て

１、２、３ いずれかに○
その番号ごとに
報告書（６面）を別葉で作成すること。
※該当のない番号の報告書（第６面）は、提出

する必要はありません。

教育訓練時に支払った賃金の平均額を記載
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